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はじめに 

 

本県では、平成 15年度より養護学校地域化推進協議会を立ち上げ、「地域化」をキーワ

ードに協議を行い、同協議会からの提言を基に特別支援学校分教室のモデル研究に取組ん

できました。 

平成 19・20 年度には、長野県特別支援教育連携協議会において、長野地区特別支援学

校の再編整備のあり方について協議を行い、同協議会からの提言を基に長野地区特別支援

学校再編整備計画を策定し、特別支援学校の環境整備を進めてきました。 

また、教育委員会の重点課題の一つとして、不登校対策、高校再編、学力・体力の向上

と共に、特別支援教育を位置づけ、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校の各学

校における障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育の推進や地域

における支援体制の整備に取り組んできました。 

 

この間、平成 19 年 4 月の学校教育法の改正により、特殊教育から特別支援教育へと大

きな変革がなされました。障害児への教育をめぐる世界的な動向としては、平成 6年のサ

ラマンカ宣言においてインクルーシブな教育＊１を目指すことが示され、平成 18年には「あ

らゆる段階でのインクルーシブな教育」の実現を求める「障害者の権利に関する条約」*2

が国連総会で採択されました。 

こうした流れの中、平成 23年に障害者基本法が改正＊３されました。また、文部科学省

においても中央教育審議会初等中等教育分科会に、特別支援教育の在り方に関する特別委

員会が設置（平成 22 年 7 月）され、現在も今後の特別支援教育推進の在り方について協

議が進められています。 

 

こうした理念と国内外の動きを踏まえ、本県としての特別支援教育を推進する必要があ

ると同時に、小・中学校の特別支援学級の急増の背景の分析と対応、発達障害児への支援

力向上、高校における特別支援教育の推進、特別支援学校の過大規模化への対応や教職員

の配置など、本県の特別支援教育をめぐる喫緊の課題への対応が求められています。 

特別支援教育を確実に推進していくためには、基本方向や推進の見通しについての関係

者の共通理解が必要です。このため、長野県特別支援教育連携協議会において、平成 21・

22 年度の 2 年間にわたり現状と課題、今後の特別支援教育の在り方についての協議を重

ね、平成 23年 3月に報告書をいただきました。 

 

長野県特別支援教育連携協議会の報告書や、多くの県民の皆さまからのご意見を踏まえ、

本県の特別支援教育の基本方向や、各課題項目に対する県教育委員会の施策推進の方向を

示しました。また、長野県特別支援教育連携協議会において協議された、市町村や各学校

等における取組の在り方についても整理し、各学校あるいは市町村において目指すべき取

組の方向として例示しました。 

本推進計画に基づき、各学校や地域で、障害のある児童生徒の教育・支援に携わるすべ

ての皆さんと力を合わせ、特別な支援を必要とする幼児児童生徒一人一人の可能性を最大

限に伸ばし、自立と社会参加を目指す教育の一層の充実を図ってまいります。 



*1インクルーシブな教育：障害の有無によらず、全ての子どもを対象として、一人一人の特別な教育的ニーズに応じて

教育を行うべきであるという理念に基づいて行われる教育。（補足資料１参照） 

*2「障害者の権利に関する条約」：平成１８年１２月に国連総会において採択された条約。障害者の尊厳、自律及び自立、

差別されないこと、社会参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について

定めた上で、これらを確保し促進するための措置を締約国がとること等を定めている。教育に関しては、あらゆる段階

における障害者を包容する教育制度（inclusive education system）を確保することを求めている。（補足資料１参照） 

*3障害者基本法の一部改正：内閣府の「障がい者制度改革推進本部」及び同本部に設置された「障がい者制度改革推進

会議」における検討を経て、平成 23年 8月 5日に公布された。（教育に関する改正の概要は補足資料２参照） 
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１章 基本方向                        

 

１ 基本理念 

平成 19年４月１日付で、文部科学省より示されました「特別支援教育の推進について（通知）」

（19文科初第 125 号）に明記されている、以下の「特別支援教育の理念」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本県における特別支援教育推進の基本的な考え方 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けては、幼稚園から高等学校までの教育全体、

そして、通常の学級から特別支援学校までの障害の状態に応じた教育対応全体を一つの教育体制

としてとらえ、その中で、持てる力を最大限に伸ばすために最も必要な教育を受けられるように

していく必要があります。また、それはできる限り身近な地域で実現され、すべての子どもが共

に学び共に育つことができる教育を目指す必要があると考えます。 

このことを実現するため、分けられた特定の場のみで行う教育、あるいはライフステージや分

野ごとの縦割りの支援だけではなく、学校や地域が更にもつ力を高めながら、一人一人の子ども

を十分に理解し、学校全体あるいは地域全体の多様な力を活かして育てる教育を目指す必要があ

ると考えます。 

そこで、以下の方向を、基本方向とします。 

 

３ 基本方向 

（１） 子どもたちは皆、多様な教育的ニーズを有している存在であるという認識に

立ち、すべての関係者によって特別支援教育を推進することを通して、すべて

の子どもが輝く教育を目指します。 

（２） 支援を必要とする子どもが、自立と社会参加に向けて、できる限り身近な地

域で必要な支援を受けられ、すべての子どもが共に学び共に育つことができる

教育を目指します。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援

するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので

ある。 

 また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない

発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実

施されるものである。 

 さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎

となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 
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４ 計画の位置づけ 

 

（１） この計画は、特別支援教育への転換、更には、障害者基本法の改正等を踏まえ、次期長

野県教育振興基本計画の個別計画として策定する計画であり、本県において目指すべき基

本方向と、その将来的な実現に向けて、およそ 10 年後を見据え、主に次期長野県教育振

興基本計画と同期間（平成 29年度まで）を目安とした施策推進の方向性を示すものです。 

（２） 社会情勢や、国の動向等を踏まえ、必要に応じて計画を見直します。 

（３） 県が策定する「長野県障害者プラン」等との整合を図り、関係部局等と連携しながら取

り組みます。 

（４） 計画の基本方向を実現するためには、各学校、市町村、地域の支援者、保護者などがそ

れぞれの役割を分担し合って推進する必要もあります。この計画では、県教育委員会の施

策推進の方向を主に示しながら、特に関わりのある項目については、各学校や市町村にお

いて目指すべき取組の方向についても例示しています。 

 

 

 

長野県特別支援教育推進計画と関連する計画等 

 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   

県教育委員会                                      

              

長野県  

国の動向等  ◆     ◆          ◆ 

  ◆                    ◆      

 

長野県教育振興基本計画 

長野県特別支援教育推進計画 

長野県障害者プラン 2012  長野県障害者プラン後期計画 

障害者基本計画 

改正学校教育法施行  障害者基本法改正 発達障害者支援法 

新たな総合 5 カ年計画 長野県中期総合計画 

長野県教育振興基本計画 

長野地区特別支援学校再編整備計画 

こども・若者応援計画 

障害者総合支援法 障害者自立支援法 
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２章 推進の方向                       

 

一 各学校が、教育的ニーズに応じた教育を展開する体制     

 

 

Ⅰ 小・中学校における特別支援教育の充実 

 

１ 通常の学級における特別支援教育の充実 

（1） 現状と課題 

平成 22 年度に特別支援教育連携協議会が行った調査（資料２－２）では、長野県の

公立小・中学校の通常の学級に在籍している児童生徒で、診断等の有無にかかわらず、

発達障害等による困難さがあると考えられ、特別な支援が必要な児童生徒は 6268 人（全

体比 3.4％）在籍している状況にあります。このように、通常の学級において支援を必

要とする児童生徒が多数在籍しており、全ての教員が支援を必要とする児童生徒に対す

る理解を深め、特別支援教育の視点を踏まえた教科指導や学級経営を実践していくこと

が求められています。 

県教育委員会では、「LD 児等サポート会議（地域の専門家を交えた事例検討会）」や

「発達障害支援力アップ出前研修」等を行い、教員に特別支援教育に関する研修の機会

を提供するとともに、「特別支援教育教育課程学習指導手引書」や「特別支援教育シリ

ーズ本」、「発達障害児等を支える指導・支援事例集」などを作成して通常の学級におけ

る教育支援をサポートしてきました。 

こうした中、近年は特別支援教育の視点を取り入れて授業のユニバーサルデザイン化

を図る実践研究を進め、成果を上げている学校もみられます。このような実践をすべて

の学校へ広げ、支援が必要な児童生徒もできる限り通常の学級を基盤に学習・生活でき

るよう、すべての教員の専門性の向上を図っていくことが必要です。 

また、通常の学級での学習や生活を支えるためには、市町村が配置する特別支援教育

支援員＊１が教員とより連携して支援にあたれるよう、その支援力向上や活用方法の検

討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 特別支援教育支援員：平成１９年４月から、障害のある児童生徒等の教育の充実を図るため、特別支援教育支

援員の配置に対して、地方財政措置がされている。その具体的な役割は、障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、

教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポート

を行ったりするとされている。 
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（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア）  校長、教頭、通常の学級担任、特別支援教育コーディネーターなど、それぞれの

教員の役割に応じた必要な研修の機会が確保できるよう、既存の研修会や法定研修

を活用しながら、県教育委員会事務局各課室が連携協力して研修を実施します。 

（イ）  より多くの教員に発達障害支援に関する研修の機会が提供できるよう、当面は発

達障害支援力アップ出前研修を継続するとともに、地域の中で発達障害支援に関す

る研修を実施できる教員等のリストを作成し、同僚性を発揮し学び合える体制を構

築するなど、各校における専門性向上に向けた取組を促進します。 

（ウ）  市町村等が行う特別支援教育支援員の研修への講師派遣等の協力や、支援員の活

用方法に関する情報提供等を通して、支援員の支援力向上と有効な活用を促進しま

す。 

（エ）  平成 23年度に作成した「発達障害児等を支える指導・支援事例集」の活用など

を通して通常の学級における特別支援教育に関わる情報を発信するとともに、教育

委員会事務局内の関係課の連携のもと、各教科領域の教育課程研究協議会等におい

て特別支援教育の視点を加えた授業研究を進めること等により、授業のユニバーサ

ルデザイン化（全員が楽しく「わかる・できる」授業への改善）や、子どもたちが

互いの良さや違いを認め合える学級づくりを促進します。 

 

ア 通常の学級において、発達障害等のある児童生徒も含めて、すべての児童生徒にと

って分かる授業の実践ができるよう、授業のユニバーサルデザイン化の実践を促進す

るとともに、教員の専門性の向上を図ります。 
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各学校において目指すべき取組の方向（例） 

・子どもたちは皆、多様な教育的ニーズを有している存在であるという認識に立ち、集団指導の視

点から授業改善を図ることをベースにしながら，加えて特別支援教育（個の特性による困難さへ

の配慮）の視点から授業改善を図ることにより、授業のユニバーサルデザイン化（「全員が楽し

く『わかる・できる』授業」）を目指します。 

・児童生徒への指導・支援にあたっては、校内の生徒指導担当者、不登校支援担当者、特別支援教

育担当者等が連携し合い、それぞれの視点をもって総合的に対応することを大事にします。 

・配慮の必要な児童生徒について、その子の良さや可能性の芽に視点をあてた個別の指導計画を作

成し、指導と評価に活かすとともに、有効な支援情報等について次の担任に確実に引き継ぎます。 

・学級（集団）づくり、授業改善の一つの視点として、特別支援教育の視点を活かすための校内研

修を、地域の人材を活用して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図は、「発達障害児等を支える指導・支援事例集」（平成 24 年 3 月）「はじめに」より 
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２ 通常の学級を基盤に連続的で多様な教育対応を展開できる体制の構築 

（1） 現状と課題 

通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒等に対し、通常の学級でのチームティー

チングや特別支援学級の弾力的運用＊１、あるいは校内のリソースルームを活用した支

援など、支援の必要度に応じて教育対応を展開できる校内支援体制を工夫し成果を上げ

ている学校があります。平成 23 年度に県教育委員会が行った調査（資料２－３）によ

ると、全体の 8割以上の小中学校が、通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒に対

し通常の学級以外の場所で何らかの指導・支援を行っています。しかし、適切な指導内

容を決め出す方法や評価の仕方、指導者の専門性の向上を課題に挙げる学校も多くみら

れます。また、学校の規模やその年度の教員体制等によって工夫できる体制が異なり、

教職員の理解や意識等によって取組に差が生じているのが実情です。 

LD・ADHD等通級指導教室は、平成 24 年度現在、県下に 10 教室開設されていますが、

通級による指導＊２が必要な児童生徒数に対して不足している現状にあります。また、

他校への通級は、本人や保護者に、距離的、時間的、心理的な困難さが伴うため利用に

至らないケースがあり、自校で必要な支援が受けられる体制が求められています。更に、

通級による指導の成果や指導に関わる専門性を通常の学級での指導に活かしていくこ

とが大切であり、LD・ADHD 等通級指導教室担当教員による通常の学級担任への情報提

供や支援が求められています。 

通級による指導を含め、支援の必要度に応じた連続的な支援ができる体制が整ってい

ない状況、あるいは、そうした支援の必要性を見極め適切な指導を行う専門性が十分で

ない状況では、通常の学級での学習が困難になってくると、特別支援学級への在籍を選

択せざるを得ないケースが生じていると考えられます。 

こうした課題に対し、長野県特別支援教育連携協議会からは、①すべての小中学校に

「発達支援室（仮称）」（校内支援体制の一つとしてリソースルーム等を活用した一部特

別な支援を行う場）を設置すること、②LD・ADHD 等通級指導教室を計画的に増設する

こと、③特別支援学級の弾力的な運用の在り方について検討することを、相互のバラン

スや関連性を検討し、通常の学級に在籍する、一部特別な支援を必要とする児童生徒に

対して、一人一人の支援の必要度に応じた教育対応を連続的に展開できる体制を構築す

ることが提言されました。 

 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア） 「校内のリソースルーム等を活用した一部特別な支援」を含む、連続的な教育対

応を展開する校内支援体制について、モデル研究（平成 24・25 年度）を実施し、

実践モデルを発信します。また、研究の成果と課題を基に、各学校が実情に応じて

校内支援体制を構築・運営するためのガイドライン（体制構築のポイントや具体例、

ア 一部特別な支援を必要とする児童生徒が、通常の学級を基盤に、教育的ニーズに応

じて適切な支援が受けられる連続的で多様な教育対応を展開できる体制について、モ

デル研究を通して検討し、ガイドラインを示して普及を図ります。 
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対象児童生徒の実態把握や支援方針の見極め、適切な指導内容・指導方法等）を作

成し、各学校における体制整備を促進します。 

（短期目標：平成 25 年度末にモデル研究の成果発信、平成 26 年度にガイドラインの作成） 

（イ） 各小中学校の体制構築を支援するために LD・ADHD 等通級指導教室が果たすべき

役割（中核となるコーディネーターとしての役割）について、モデル研究の結果を

踏まえて検討するとともに、将来的な増配置の在り方について方向性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 特別支援学級の弾力的な運用：特別支援学級の弾力的な運用とは、通常の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤな

どの発達障害等がある児童生徒に対する支援方法の一つで、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教育的

ニーズに応じるために、特別支援学級の場と担当教員の専門性を校内体制の中で弾力的に活用して指導・支援

を行うこと。 

特別支援学級の弾力的な運用には、以下のような例がある。 

1. 特別支援学級担当教員が在籍児童生徒の指導を果たした上で、放課後等の時間に個別指導を行う。  

2. 特別支援学級在籍児童生徒が交流及び共同学習に行くことで、特別支援学級担当教員の週の時間割に空

きが生じて個別指導を行う。  

3. 特別支援学級に他の教員が指導に来るため特別支援学級担当教員の週の時間割に空きが生じて個別指

導等を行う。 

4. 特別支援学級の教員が、障害のある児童生徒に付き添って通常の学級に入り、特別支援学級の児童生徒

の指導等に加えてＬＤ等の児童生徒の支援をする。  

5. 特別支援学級の児童生徒とＬＤ等の児童生徒が一緒の場で、指導を受ける。  

6. 特別支援学級担当教員が、通常の学級に教科指導に行き、当該教室に在籍するＬＤ等の児童生徒を視野

に入れて丁寧な授業を行う。等  

〔「小・中学校における障害のある子どもへの教育の支援体制に関する研究」中間報告書（国立特別支援

教育総合研究所 平成 17年 8月）より一部抜粋〕 

特別支援学級の弾力的な運用にあたっては、特別支援学級や校内支援体制の実情を踏まえ、特別支援学級在

籍児童生徒の生活及び特別支援学級担任の負担に配慮することが必要となる。 

*2 通級による指導：小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童・生徒に対して、主として

各教科等の指導を通常の学級で行いながら、当該児童・生徒の障害に応じた特別の指導（障害の状態の改善・

克服を目指す自立活動の指導や教科指導の補充）を特別の場で行う教育形態のこと。 
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◇小中学校における、通常の学級を基盤とした連続的教育対応モデル研究事業概要図 

授業のユニバーサルデザイン化

一部特別な支援

小中学校における、通常の学級を基盤とした連続的教育対応モデル研究事業

研究推進のための協力支援体制を構築し、役割を調整

モデル研究校

通常の学級

一部教室外での指導を含む連続的な校内体制

計画的な学校訪問支
援により、研究推進上
の相談に応じ、指導
内容や校内体制運営
の方策などについて
指導助言

個々の特性
の理解

特性に応じた対応、
指導方法の工夫

教室環境
の整備

障害による学習・生活
上の困難さを改善

心理的安定、信
頼感、自己肯定
感の向上

タイムリーな個別支援
支援のフィードバック
集団生活への適応

★特別支援教育の視点を中心に据えた学校全体での組織的な教育研究の推進

アセスメントへ
の支援

事例検討への
参画

研修講師派遣 保護者支援
個別の指導計画
作成支援

モデル校への支援例

地域の支援チーム（研究運営協議会）

巡回方式通級指導
指導主事
複数回訪問

市町村教育委員会

コーディネーター地区代表

校長会 医療機関

療育コーディネーター

発達障害支援専門員

特別支援学校 ＳＣ

県教育委員会
指導主事

出向いて支援するとと
もに、協働してモデル
校の研究をサポート

ＬＤ等通級指導教室担当教員
（t中核となるコーディネーター

の役割を実践）

 

 

◇ モデル研究を受けた推進のイメージ 

 

年次 項目 推進事項 

H24 

～25 

「連続的教育対応

モデル研究」実施 

・通常の学級における授業のユニバーサルデザイン化の実践研究と、

校内支援体制に係る実践研究を一体的に実施 

・研究成果の発表 

・モデル研究の検証（長野県特別支援教育連携協議会） 

・ LD・ADHD通級担当者の養成・研修体制の整備 

H26 

モデル研究の成果

の普及 

モデル研究を受け

ての通級指導教室

拡充の計画再検討 

・校内体制運営等に係るガイドライン作成→全小中学校へ周知 

・小中学校における LD・ADHD 通級教室の将来的な配置や、中核とな

るコーディネーターとしての役割等についてあらためて検討し、具

体的な計画を作成 

～ H29 

LD・ADHD等通級指

導教室の拡充 

機能の充実 

・各学校において実情に応じて「連続的な教育対応」を実践 

・ LD・ADHD等通級指導教室の適切な教室配置を推進 

・各地域での中核となるコーディネーター（ LD・ADHD 等通級指導教

室担当教員等）が機能するネットワークの充実を図る。 
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３ 特別支援学級における教育の充実 

（1） 現状と課題 

特別支援学級の設置数、在籍者数がともに増加しているとともに、在籍者の障害の状

態が多様化しています。特に、長野県においては、自閉症・情緒障害特別支援学級の学

級数、在籍者数が大きく増加してきている現状にあります。この要因のひとつとして、

通常の学級に在籍している障害のある児童・生徒の通常の学級での生活や学習上の困難

さが増し、二次的に情緒面での困難さを生じて、より特別な支援を必要として特別支援

学級に入級するケースが増加していることが考えられます。 

特別支援学級に在籍する児童・生徒の学習上又は生活上の困難さは様々であり、「個

別の指導計画」や「個別の教育支援計画」に基づく、一人一人の特性や教育的ニーズに

応じた指導が求められています。特に、自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程編成

や自立活動の実践を一人一人の教育的ニーズに応じて行うには担当教員の高い専門性

が必要です。さらに、中学校の特別支援学級在籍者のうち、約６割の生徒が高等学校に

進学していることなどから、将来の自立と社会参加に向けた長期的な展望に立ち、交流

及び共同学習の計画的実践や、可能な限り通常の学級在籍への移行を促すこと、進路指

導の積み重ね等、より専門性の高い指導が求められています。 

こうした現状を踏まえて、特別支援学級担当教員の専門性の向上と教育内容・方法の

充実を図っていくことが重要です。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 特別支援学級・通級指導教室の新任担当教員を対象とした研修会や、特別支援学

級における進路指導に関する研修会を継続して実施するとともに、特別支援学級に

おける教育課程編成や自立活動の視点を踏まえた指導に関する情報提供を行い、特

別支援学級担当教員の専門性の向上を図ります。 

（イ） 特別支援学級の適切な運営と、個別の教育支援計画及び、個別の指導計画に基づ

く指導の充実を図るために、特別支援学級の運営・指導に関する基本事項を整理し、

基本指針を示します。（p.29 参照） 

   （短期目標：平成 25 年度、基本指針の提示） 

（ウ） 特別支援学級に在籍する児童生徒一人一人の教育課程を明確にすることを推進す

るとともに、児童生徒が持てる力を最大限に発揮し、自己肯定感を高めることがで

きるよう、個別の指導計画に基づく指導の推進について、指導主事の学校訪問等に

より必要に応じて支援を行います。 

 

ア 特別支援学級担当教員の専門性の向上を図り、特別支援学級における指導の充実を

推進します。 
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４ 地域の特別支援教育コーディネーター連絡会等を基盤とした連携体制の充実 

（1） 現状と課題 

長野県では、平成 16年度から小学校に、平成 17 年度から中学校に、平成 20年度から

高等学校において、特別支援教育コーディネーター＊１を指名しており、全ての学校に特

別支援教育コーディネーターが指名されています。また、郡市単位の各地域に小中学校

特別支援教育コーディネーター連絡会が組織され、地域主体の研修会や事例検討会等の

開催、中学校区ごとの情報交換会等が実施されています。さらに、地域によっては、幼

稚園・保育所、小・中学校、高等学校合同の特別支援教育コーディネーター連絡会が開

催されるなど、各学校や地域のつながりを意識した支援体制が整備されつつあります。 

しかし、各校の特別支援教育コーディネーターは専任配置ではないため、日々の授業

に加え、保護者支援、支援会議の運営、校内支援体制の組織、通常の学級担任への支援

等のコーディネーターに係る業務を十分に行う余裕がない実情にあります。一方、幼稚

園・保育所、小・中学校、高等学校等からの特別支援学校への相談件数は年々増加して

おり、地域の学校間で専門的視点から相互に支援し合える機能が求められています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア） 各地域の特別支援教育コーディネーターの代表者等からなる「特別支援教育地区

代表者会」を継続して開催し、情報の提供、各地域の情報交換、方向性の検討等を

行うことを通して、各地域の特別支援教育コーディネーター連絡会がより主体的に

機能し、充実するよう支援します。 

（イ） 地域の特別支援教育コーディネーター連絡会の運営や、高い専門性をもとにした

各学校への支援などに対応する、地域の中核となるコーディネーターの配置につい

て研究を進めます。 

（ウ） 当面は、LD・ADHD 等通級指導教室担当教員が、他校から通級する児童生徒を指

導する従来の他校通級方式だけでなく、近隣の学校へ出向いて指導する巡回方式や、

他校の LD、ADHD 児等の支援についての相談、支援会議への参画など、中核となる

コーディネーターの役割を果たすことができる体制について、モデル研究を通して

検討し、その成果と課題を踏まえて体制を整備します。 

（エ） 中核となるコーディネーターを担う人材の養成の在り方や、特別支援学校で地域

支援の能力や知識を身に付けた教員を計画的に地域の中核となるコーディネータ

ーとする人事交流の在り方などについて検討します。 

 

ア 地域の特別支援教育コーディネーター連絡会を基盤として、連携の充実、地域の

教員全体の支援力向上などを図る体制を目指します。また、その中核となるコーデ

ィネーターの在り方について検討します。 

*1 特別支援教育コーディネーター：各学校における特別支援教育の推進のために、学校内の関係者や福祉・医療等の

関係機関との連絡調整及び保護者からの相談窓口等の役割を担う教員。 
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Ⅱ 高等学校における特別支援教育の充実 

 

１ 高等学校における日常的な支援の充実 

（1） 現状と課題 

長野県では、中学校の特別支援学級に在籍する生徒の約６割が高等学校に進学してい

ます。しかし、学校教育法第 81 条においては高等学校においても特別支援学級を置くこ

とができるとされていますが、特別な教育課程編成や教員配置について学校教育法施行

令等による定めがないため、特別支援学級を高等学校に設置することはできません。高

等学校では中学の特別支援学級のような尐人数クラスにおける、きめ細かな支援を行う

ことは難しい状況にあります。また、高等学校においては、支援を必要とする生徒が特

定の課程・学校に偏在している実態もあります。特にこうした学校では、発達障害等の

ある生徒に対する具体的な支援ができる教職員の専門性の向上及び、専門性の高い人材

の配置のほか、環境面の整備も必要です。 

さらに発達障害等のある生徒が高等学校卒業後の進路先で不適応を起こし、離職やひ

きこもり等につながることも懸念されます。支援を必要とする生徒に対して、高等学校

在学中から将来の自立に向けた支援の充実を図ることが求められており、入学前から卒

業後へとつながる一貫した支援の重要性が高まっています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 県研究指定校における実践研究を継続し、必要に応じて発達障害等のある生徒へ

の相談対応ができる場の確保や常時対応するための校務分掌上の工夫など、校内体

制に関する研究成果を広く発信することを通して、各校の校内支援体制充実に向け

た支援を行います。 

（イ） 発達障害のある生徒など、支援の必要な生徒が多数在籍する高等学校の支援の充

実を図るため、特別支援学校や地域の支援機関等の活用を促進するとともに、支援

にあたる人員及びその活用の在り方を研究します。 

 

 

 

（ア） 授業のユニバーサルデザイン化について継続的に発信するとともに、発達障害の

ある生徒等に対する指導に実績のある私立学校等との共同研究会を開催するなど、

教職員の専門性向上を図ります。 

（イ） 多様なニーズに応じられる教育課程、学校設定教科・科目、指導内容の研究を進

め、県内高等学校に発信します。 

ア 発達障害等のある生徒に対する支援を効果的に行うために、高等学校における支援

体制の研究をさらに進め、各校の実態に応じた体制整備を促進します。 

イ 生徒の多様な実態、教育的ニーズに応える特色ある教育課程・教育内容の研究を進

め、発達障害等のある生徒への多様な支援を展開します。 
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（ウ） 発達障害等のある生徒の単位修得等、個々の状態に応じた支援の在り方を研究し

ます。 

 

２ 就労・進学支援の充実 

（1） 現状と課題 

発達障害のある生徒は対人関係やコミュニケーション面での困難さから、持てる力を

十分に発揮できず、就職や進学時の面接・試験等においてつまずくこともあります。卒

業後の自立と社会参加を実現するためには、社会生活を送る上で必要な知識、技能、態

度を学ぶことや、在学中から支援体制が構築され、引き継がれることが求められます。 

高等学校においては、障害のある生徒への指導の経験や、就職や進学に際して活用で

きる支援策等についての知識等は十分とは言えないため、特別支援学校や地域の支援機

関を活用しながら、指導の充実を図ることが求められています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

（ア） キャリア教育・職業教育実施にあたって地域の支援機関を活用できる環境整備に

努め、発達障害のある生徒等が自己理解を深め、必要に応じて支援を得ながら自立

し社会参加していけるように、卒業後の生活において必要な知識、技能、態度を学

ぶことができる指導の充実を図ります。 

（短期目標：平成 24 年度から地域の就業・生活支援センター等を活用したＳＳＴを実施。） 

（イ） 特別支援学校と高等学校の進路指導担当者が障害のある生徒の特性に応じた進路

指導の在り方や外部機関との連携の在り方などについて情報交換・協議できる機会

を設定し、進路指導の充実を図ります。 

（ウ） 障害者の雇用を支援するための制度等について教員の理解を深めるとともに、障

害者民間活用委託訓練＊１等を就労支援に活用するなど、外部機関と連携した支援

を推進します。 

（エ） 大学等への進学を希望する生徒で、特別な配慮を必要とする生徒が、持てる力を

発揮できる環境づくりについて研究を進めるとともに、進学先でも支援が継続でき

るように、必要に応じて支援情報の引き継ぎを進めます。 

（オ） 中退・卒業後の生活においても継続的な支援が必要な生徒については、在学時か

ら地域の支援機関との支援体制を構築し、支援情報を引き継ぐことができるよう地

域の支援機関との連携を促進します。 

 

*1 障害者民間活用委託訓練：平成 16 年度に始まった厚生労働省の事業で、障害者の就職・就業を促進するた

め、障害者が居住する地域で、障害者の適性や地域における障害者雇用ニーズに対応した多様な職業訓練を企

業等に委託して実施するもの。特別支援学校高等部等の就職を希望する 3年生を対象にした「特別支援学校早

期委託訓練」などがある。 

ア 関係機関との連携を促進し、キャリア教育、就労・進学支援の充実を図ります。 
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３ 中学校・特別支援学校との連携の充実 

（1） 現状と課題 

発達障害のある生徒等、支援の必要な生徒が高等学校進学後も集団の中で力が発揮で

きるように、小・中学校における指導経過や支援情報を学力検査後に中学校から高等学

校に伝え、高等学校入学直後から必要な支援を受けられるようにする必要があります。

また、発達障害のある生徒等への支援策や進路指導・キャリア教育に関する知識等にお

いては高等学校ではまだ不十分な面があり、特別支援学校と連携を図ることを通して専

門性を高め、より一層の支援の充実を図る必要があります。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 中学校におけるプレ支援シートの作成を促すとともに、中学校・高等学校双方の

コーディネーターによる情報交換を目的とした連絡会の設置を推進します。 

（短期目標：平成 25 年度までに各地区で連絡会を設置） 

（イ） 特別支援学校と高等学校の進路指導担当者が障害のある生徒の特性に応じた進路

指導の在り方や外部機関と連携した就労・生活支援の在り方などについて情報交

換・協議できる機会を設定し、進路指導の充実を図ります。 

ア 中学校・特別支援学校との情報交換および協議を深める機会を設定し、生徒支援のため

に校種間の連携を図ります。 
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Ⅲ 特別支援学校における教育の充実 

 

１ 障害の重度・重複化、多様化への対応 

（1） 現状と課題 

特別支援学校の幼児・児童・生徒の障害は重度・重複化、多様化が進んでいます。 

現在の各特別支援学校の現状を見ると、視覚障害特別支援学校、聴覚障害特別支援学

校、肢体不自由特別支援学校では、主障害に加え、複数の障害を併せ有する重複障害の

児童・生徒が増加傾向にあります。 

知的障害特別支援学校では、在籍者数が増加するとともに、医療的ケアを必要とする

児童生徒や知的障害を伴う自閉症又は自閉傾向のある児童生徒が増加しています。 

その一方で、知的障害特別支援学校高等部の平成23年度入学生を見ると、中学校（特

別支援学級及び通常の学級）から入学してきた知的障害の程度が比較的軽度の生徒が約

56％を占めているという状況にあります。 

病弱特別支援学校では、自立活動を主とした教育課程を編成する障害の重い児童生徒

から、病気のため入院・通院し、学年相当の教科等の学習を主とする児童生徒まで、教

育的ニーズの多様化が進んでいます。 

こうした現状から、一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の更なる充実を図る

ために、各特別支援学校の専門性を活かし合い、複数の障害種に対応できる体制の構築、

「個別の指導計画」に基づく個に応じた指導・支援の充実、個々の教育的ニーズに応じ

ることができる教員の専門性の向上、障害の特性に応じた特色ある教育課程の開発など

が必要となっています。 

また、医療的ケアに関して、特別支援学校への看護師配置を開始した平成17年度は、

医療的ケアの必要な児童生徒が45名であったのに対し、平成23年度では85名と、約２倍

に増加しています。今後も対象となる児童・生徒の増加や新たな医療的ケアの手技等に

応じ、安心・安全な医療的ケアの実施体制を整えていく必要があります。 

特別支援学校の寄宿舎においても、入舎している児童生徒には多様な教育的対応が求

められてきており、教室と寄宿舎とが連携し互いの専門性を活かして生活を支える取組

や、今後の寄宿舎の在り方を検討する必要があります。 
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（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 特別支援学校間で自立活動担当教員等の人材を相互に活用し合える環境を整備し、

各学校の児童生徒の様々な教育的ニーズに対応する取組を進めます。 

（イ） 児童生徒の様々な教育的ニーズに対応するため、必要に応じてＰＴ・ＯＴ・ＳＴ

等外部専門家を活用することができる体制について研究します。 

（ウ） 障害種ごとの専門性を活かしつつ、各学校の実情に応じ、複数の障害種に対応する学

校の在り方、及び名称の在り方について検討を進めます。 

 

〈児童生徒の様々な教育的ニーズに対応する学校群としての取組例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 障害の重複化に対応できるように、各特別支援学校の有する専門性を相互に活かし

合う体制や、外部専門家と連携した支援ができる体制を整備するとともに、複数の障

害種に対応する学校の在り方について検討します。 

視覚障害 

特別支援学校 

聴覚障害 

特別支援学校 

知的障害 

特別支援学校 

肢体不自由 

特別支援学校 

病  弱 

特別支援学校 

視覚障害・知的障害

を併せ有する児童 

聴覚障害・知的障

害・肢体不自由を

併せ有する児童 

（自立活動を主

とする教育課程） 

視覚障害・知的障

害・肢体不自由を

併せ有する生徒 

（自立活動を主と

する教育課程） 

聴覚障害に関

する研修・ 

個別のケース

検討 ② 

視覚障害に関する

研修・個別のケー

ス検討 ① 

聴覚障害・知的障害・

肢体不自由を併せ有

する生徒 

コミュニケーション

研修・個別のケース

検討 ③ 

①～③  各特別支援学校の障害特性に応じた指導・支援の専門性を他校に活かすことが考え

られます。また、個別のケース検討を行ったりすることも考えられます。 

④    児童生徒の教育的ニーズに対応した新しい教育課程編成についての助言を行うこ

とが考えられます。 

⑤    外部専門家からの情報を他校とも共有し、研修を行うことなどが考えられます。 

教育課程への助言 ④ 

ＳＴとの 

合同研修 ⑤ 
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（ア） 研究・研修主任会、自立活動担当者会の活動を支援し、各特別支援学校におい

て、個別の指導計画に基づいた、日々の授業を更に改善していく取組を促進しま

す。 

（イ） 特別支援学校間において、他校の実践を自校の実践に活かせるように、互いの授

業実践を通して学び合える体制について検討します。 

 

 

 

 

（ア） 自立活動担当教員を各部ごとに計画的に配置・増員し、児童生徒の様々な教育的

ニーズへのよりきめ細やかな対応を促進します。 

（イ） 自立活動における支援・指導の内容が充実するように、校長会、自立活動担当者

会を通じて、担当教員の専門性向上を図る方策や、それぞれの専門性を活用する方

策について検討します。 

 

 

 

（ア） 特別支援学校教諭免許状を有するものを対象とした特別支援学校教員の新規教員

採用を進めるとともに、特別支援学校教諭免許状取得のための免許法認定講習につ

いて、日程の工夫等、受講をしやすい環境作りに努め、非保有者の免許取得を促進

し、特別支援学校教諭免許状の免許保有率の向上を図ります。 

（中期目標：免許保有率平成 22 年度 60％→平成 29 年度９０％以上） 

（イ） 初任者研修、経年研修等をはじめ、発達障害支援センター、各地区の自立支援協

議会療育部会等外部機関による研修機会の活用や、特別支援学校間の人材を活用し

た校内研修など、様々な機会を活用して教員の専門性向上を図ります。 

 

 

 

（ア） 平成 25 年に開設予定の長野養護学校三輪教室においては、社会性の伸長等に重

点を置いた教育課程編成を行い、実践の経過及び成果を発信していきます。 

（イ） 特別支援学校高等部では、教育的ニーズに応じたコース制の検討や、キャリア教

育の充実のための教育課程等の実践研究を進め、研究の成果等、必要な情報を発信

イ 各特別支援学校において、計画的・組織的に実践研究を進め、日々の授業の充実を

図ります。 

オ 児童生徒の多様な教育的ニーズに応じた教育課程編成の在り方について研究を進め

ます。 

ウ 自立活動担当教員の配置の拡充と専門性向上を図ることにより、自立活動の充実を

図ります。 

 

エ 免許法認定講習の充実、校外研修への参加促進・校内研修の充実により、各教員の

更なる専門性の向上を図ります。 
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します。 

 

 

 

（ア） 特別支援学校における医療的ケアの実施状況や対象児童生徒数の推移等を検討し、

看護師配置を充実します。 

（イ） 医療的ケアの安心・安全な実施に向けた諸課題について、国の動向等を注視しな

がら、引き続き医療的ケア運営協議会において検討します。 

（ウ） 医療的ケアに関する専門知識の向上を図り、安全な教育活動が行わるよう、専門

機関と連携した看護師研修会、担当教員医療的ケア研修会、校内体制の整備に向け

た医療的ケアコーディネーター連絡会を開催する等の体制を整備します。 

また、小・中学校おける医療的ケアに関して、市町村教育委員会等に対して必

要な情報を提供するとともに、市町村が配置する看護師等へも研修の機会を提供す

るなどの支援をします。 

 

 

 

 

（ア） 寄宿舎指導員への研修等を通して、寄宿舎、教室、保護者が連携した個別の教育

支援計画、個別の指導計画に基づく生活指導や卒業後の自立した生活づくりに向け

た支援の充実を図ります。 

（イ） 寄宿舎設置の役割、寄宿舎の運営上の観点等から、長期的な展望のもとに、今後

の寄宿舎の在り方を検討します。 

 

 

 

 ２ 卒業後の生活や就労に向けた支援の充実 

（1） 現状と課題 

特別支援学校卒業後の状況については、卒業とともに一般就労する生徒、就労移行支

援事業所等を経て一般就労を目指す生徒、福祉的な就労をする生徒等多様な進路対応が

必要となっています。 

また、一般就労の率は、近年 20％を下回る状況が続いています。各特別支援学校では、

現場実習を通して、それぞれの生徒の希望や適性に合った進路選択を進めてきています

が、職場開拓の一層の充実とともに、実習中の支援の充実、更には、実習受け入れ先で

ある企業の理解・啓発の取組が必要です。 

更に、卒業後の生活や就労へのスムースな移行と充実のために、長期にわたりサポー

カ 医療的ケアの必要な子どもが、安心・安全に学校生活を送れるよう、看護師を配置

するとともに、安全で適切な医療的ケアを行うための研修体制や、関係機関の連携体

制を整備します。 

キ 学校・寄宿舎・保護者の連携のもと、一人一人の社会自立に向けた支援の充実を図

るとともに、今後の寄宿舎の在り方について検討します。 
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トの窓口となる支援者や情報を共有して支援する生徒一人一人の支援ネットワークを

構築していく必要があります。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

      

    （ア） 県自立支援協議会就労支援部会に教育委員会事務局も参画し、連携しながら就労

や生活を支える方策について協議するとともに、地域の課題や好事例について情報

共有を図り各学校と関係機関との連携を促進します。 

    （イ） 関係部局やハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター

等と連携し、実習先の確保につながる情報の収集や、関係機関が有する専門性の活

用により、現場実習における支援の充実を図ります。 

 

 

 

    （ア） 労働局、ハローワーク、労働雇用課、障害者支援課等、関係機関・部局と連携し

て、経営者団体等への働きかけや、障害者雇用・実習の受け入れ等に積極的な企業

等の事例紹介を通して、民間企業等の理解促進を図ります。 

    （イ）各特別支援学校が関係機関と連携しながら、民間企業等を対象とした学校見学会

や障害者雇用セミナーを実施する等、圏域の企業の理解を促進する取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一人一人のニーズに応じた進路実現のために関係機関と連携した就労支援の充実を

図ります。 

イ 一人一人のニーズに応じた進路実現のため、企業の理解・啓発を図っていきます。 

各特別支援学校において目指すべき取組の方向（例） 

・ 一人一人のニーズに応じ、将来を見通した支援ネットワークを構築し、現場実習

の機会を活用した支援会議等を行い、支援の充実を図ります。 

・ 支援ネットワークを活用して、「個別の移行支援計画」を作成・活用し、一人一

人の生徒の自立と社会参加を促進します。 

・ 関係機関と連携しながら圏域の企業に対して、理解・啓発を行います。 
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３ 学校力・地域力を高め活かすためのセンター的機能の充実 

（1） 現状と課題 

県下の特別支援学校は、これまで蓄積してきた専門的な知識や技能を活かし、地域に

おける特別支援教育のセンターとして、幼稚園・保育所、小・中学校、高等学校におけ

る校（園）内支援体制づくりや発達障害等のある幼児・児童・生徒に対する適切な指導

及び必要な支援に関する助言・援助を行ってきました。 

年々、特別支援学校に寄せられる相談は増加してきており、平成 22 年度には、特別

支援学校１校あたり年間延べ 1000 件以上に及ぶ相談が寄せられている現状にあります。

また、その相談は、個々の教育相談や諸検査の実施等、個別的な対応が多くを占めてい

ます。 

このような現状の中、特別支援学校は、個別的な支援だけではなく、各学校の支援力

を高め、地域の特別支援教育コーディネーター等連絡会や特別支援連携協議会の運営の

支援、各学校と地域の障害者支援団体との連携の促進など、地域の連携組織や自立的な

支援機能を支えることが求められています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア） 幼稚園・保育所、小・中学校、高等学校の支援力が向上し、地域の中でより自立

的に課題に対応できるよう地域における連携を促進し支援体制を支える方向で、特

別支援学校が発揮すべきセンター的機能の方向性を示すとともに、特別支援学校が

地域の実情に応じたセンターとしての機能を果たすことができる環境整備に努め

ます。 

（イ） 特別支援学校間の連携を図り、多様な相談に対応するとともに、それぞれの専門

性を活かした早期からの相談支援が行える体制を整備していきます。 

ア 特別支援学校が、幼稚園・保育所、小・中学校、高等学校の相互連携や関係機関と

の連携を促進し、地域の中で課題解決できるように支えるセンターとしての機能を発

揮します。 
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４ 特別支援学校の教育環境の充実 

（1） 現状と課題 

特別支援学校では、知的障害校の高等部を中心とした生徒の増加に伴い、施設の過密

化が進んでおり、この解消のため教室の増設等を実施してきました。 

特に、長野地区については、知的障害校の過密化に加え、長野ろう学校の老朽校舎改

築など、喫緊の課題を抱えている状況の中、平成 21 年５月に長野地区特別支援学校再

編整備計画を策定し、計画に基づき教育環境の改善を図っています。 

また、第１期長野県高等学校再編計画に４通学区それぞれへの特別支援学校高等部分

教室の設置を盛り込み、整備を進め、地域での特別支援教育を推進しています。 

更に、施設のバリアフリー化や身体障害者用トイレの設置、冷暖房設備の整備など、

順次、障害のある児童生徒のニーズに応じた教育環境の充実を図るとともに、老朽化し

た各学校の改修や必要な耐震改修を進めてきました。 

しかし、特別支援学校の過密化や老朽化等に対する施設整備の必要性は年々高まって

おり、今後も各学校の教育的ニーズや地域の状況に応じた教育環境の充実を進めていく

ことが求められています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 教室の増設や施設のバリアフリー化など、多様な教育的ニーズに応じた施設整備

を進めます。 

（イ） 老朽化が進んでいる学校については、中長期的な視点に立ち、計画的に整備を実

施し、施設の機能維持と長寿命化を図ります。また、必要な耐震改修を早期に実施

します。 

（中期目標：平成 27 年度までに全特別支援学校の耐震化を完了） 

（ウ） 長野地区特別支援学校再編整備計画や第１期長野県高等学校再編計画に基づく取

組の成果と課題を検証しながら、各地域の過密化等の状況に応じた施設整備や県有

施設を活用した高等部分教室設置など、多様なニーズに応じた教育課程編成も考慮

しながら、必要な施設整備を検討していきます。 

 

 

ア 各学校の教育的ニーズや地域の状況に応じた特別支援学校の教育環境の整備を進

めていきます。 
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Ⅳ 特別支援教育の地域化 

 

１ 身近な地域で共に学ぶことができる体制の充実 

（1） 現状と課題 

本県では、平成 15・16年度の養護学校地域化推進協議会からの提言を受け、モ

デル事業として特別支援学校の分教室を設置してきました。小中学部の分教室において

は、分教室と設置校の児童生徒の日常的な交流及び共同学習を通して相互理解の進展な

ど成果が見えてきました。このような流れの中、「地域の子どもは地域で育てる」とい

う理念のもと、県下初の市立特別支援学校となる須坂支援学校が須坂市立須坂小学校に

併設する形で平成 23 年度に開校し、障害のある児童が身近な地域で学ぶ新たな取組が

始まりました。反面、小・中学部分教室の運営にあたっては、一定規模の集団の継続的

確保が困難なことや、教員の確保、教室環境の整備などについて課題が見えてきました。

また、特別支援学校から距離的に離れた地域では、特別支援学校への通学が難しく、小

中学校に在籍するケースもありますが、こうした地域では、指導の専門性の確保が課題

となっています。 

高等部分教室については、同年代の生徒との交流による成果に加え、特色ある教育課

程を編成することによる、障害のある生徒の多様な教育的ニーズに応じられる選択肢の

一つとしての重要性が見えてきています。 

また、駒ヶ根市等、一部の市町村では、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の

小・中学校において交流及び共同学習を組織的、計画的に推進できるよう、居住地の小・

中学校に副次的な学籍を置く取組が進められています。副次的な学籍があることにより、

居住地の小・中学校での居場所づくりや、学校行事、地域行事への参加が促進され、相

互に同じ地域の仲間としての意識が形成されるといった成果が見られています。 

 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 平成 22・23年度に伊那養護学校において実施したモデル研究を基に、「副次的な

学籍を活用した交流及び共同学習」の推進について検討します。 

 

 

 

 

（ア） 現在設置している幼稚部・小・中学部分教室について引き続き実践を継続してい

きます。また、小中学校に在籍している、特に専門性の高い教育が必要な児童生徒

ア 特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・中学校に副次的な学籍を置いて、

同年代の友と共に学ぶことができる体制づくりを進めます。 

イ 現在設置している幼稚部・小・中学部の分教室による実践とともに、地域において

特別支援学校の専門性を活かした教育が受けられる方策について検討します。 
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に対しては、必要に応じて特別支援学校に副次的な学籍を置いて、特別支援学校で

の学習へ参加することや、特別支援学校の教員が巡回して相談に応じることなどに

ついて検討します。 

 

 

 

 

 

（ア） 高等部の分教室においては、設置されている高等学校等の特色を活かした同年代

の高校生との交流及び共同学習や、地域の社会資源を取り入れたキャリア教育の実

践等を更に進めるとともに、引き続き他地域への設置の可能性について検討します。 

 

 

ウ 高等部分教室について、これまでの実践の成果を踏まえ、生徒の多様な教育的ニー

ズに対応する教育課程を検討するとともに、引き続き、設置の可能性について検討し

ます。 
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二 地域の中での幅広い連携と、継続した支援の体制           

Ⅰ 地域における連携支援体制の充実 

１ 早期から継続的に支え、つなぐ相談・支援体制づくり 

（1） 現状と課題 

平成 20 年 3 月に文部科学省、厚生労働省より示された「障害のある子どものための

地域における相談支援体制ガイドライン（試案）」では、都道府県や市町村などの各地

方自治体において、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係部局・機関が一体となって、

障害のある子どもやその保護者に対する一貫した相談・支援体制を整備できるようにす

ることが示されました。 

平成 22 年度発達障害者に関する市町村の取組状況（健康福祉部健康長寿課調査）に

よると県内の市町村においては、5 歳児健診（駒ヶ根市）、5 歳児相談（14 市町村、巡

回型）、保育園等巡回相談（67市町村）等の取組が進められているなど、早期からの相

談・支援が重要であるという認識の広がりから、市町村において、早期発見・支援に関

する様々な取組が行われてきています。 

また、一貫した支援体制の観点から、駒ヶ根市、塩尻市、松本市等の市町村では、母

子保健、児童福祉、教育を所管する部署を統合するなどの取組も進められています。 

このように早期から継続的に支え、つなぐ相談・支援体制づくりが進められる一方で、

相談・支援を行う部署、機関の連携や窓口の一本化に課題があったり、チームとして組

織された支援がなされていない地域もあります。また、本県では山間地域に位置する町

村や小規模町村も多く、教育相談担当職員を置けない場合や、専門的知識を有する者を

巡回相談員として確保することが難しい場合もあります。 

このような状況のなか、県下のどの市町村においても、充実した支援が継続して受け

られるための体制づくりが求められています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア） 就学相談体制整備研修会において、健康福祉部等と連携を図りながら、「相談支援体

制（相談支援チーム）の必要性」「組織構成」「既存の地域資源の活用方法」「活動の進

め方」等、相談支援体制構築の具体策の提示や先進的な取組みの紹介等を行い、市町

村の取組を支援します。 

（イ） 必要に応じて特別支援教育推進員（教育事務所在駐）が「サポートコアチーム」（健

康長寿課発達障害者支援の在り方検討会が示す圏域のサポート組織）に参画するなど、

保健・福祉分野の支援者等と連携して、市町村が行う相談支援体制整備について、支

援・助言を行います。（p.29 参照） 

ア 市町村が地域の人材を活用した巡回相談支援チームを形成し、保護者、幼稚園・保

育所、小・中学校に対して継続的かつ日常的に支援することができるよう、体制づく

りを支援します。 
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２ 「個別の教育支援計画」を作成し、引き継ぎ、活用するシステムの構築 

（1） 現状と課題 

幼稚園・保育所等の幼児期において、保護者や関係者が障害に早期に気づき、適切な

支援を行い、その支援を就学に引き継ぐことが重要です。平成 21 年度から本格実施さ

れた「幼稚園教育要領」（平成 21年 3月告示）や「保育所保育指針」（平成 21年 4月施

行）においても、「個別の教育支援計画」＊１と「個別の指導計画」の作成と活用につい

て示され、これらを活用した支援の充実と継続が求められているところです。 

長野県では、平成 20年度より「個別の支援手帳」（監修 長野県・長野県教育委員会）

を圏域の障害者総合支援センターを通じて保護者に配布し、支援をつなぐツールとして

提案してきました。更に、県教育委員会では、計画の作成を支援し、活用方法を示すた

め、平成 22年 1月に「特別支援教育教育課程学習指導手引書（共通・連携編）」を刊行

するとともに、ホームページにも掲載し、広く活用を促進してきました。 

また、駒ヶ根市、塩尻市、松本市等の市町村教育委員会では、独自の「個別の（教育）

支援計画」や「移行支援シート」を作成し、支援情報を積極的に引き継ごうとする動き

もみられています。 

一方、支援情報の内容項目やその管理については、市町村によって差があり、よりよ

い在り方や具体的な方法を検討する必要があります。 

 

 

*1 個別の教育支援計画：教育、医療、福祉、労働等の関係機関、保護者が、子どもの実態や教育的支援の目標や内容等

の情報を共有し、関係者の役割分担などを含め一貫した適切な支援を行うために作成される計画。「個別の支援計画」

を関係機関等が連携協力して策定するときに、学校や教育委員会などの教育機関等が中心になる場合に、「個別の教育

支援計画」と呼称しているもので、概念としては同じもの。

市町村において目指すべき取組の方向（例） 

・乳幼児段階、義務教育段階、後期中等教育段階、就労段階のそれぞれのライフ

ステージに主に関わる部局が連携できる環境を整備するとともに、保護者等か

らの相談に対応する窓口を明確化し、相談を適切な支援につなぐことができる

体制を構築する。 

・市町村において子育てや就学に関わり相談業務を担当する職員のほか、地域の

障害者総合支援センター、特別支援学校など地域で相談支援を行う機関、保健

師、保育士、教員の代表者など、地域の人材を活用して支援チームを形成し、

計画的、継続的に保育所・幼稚園、小・中学校等へ巡回して相談支援を行う体

制を構築する。 
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（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 個別の（教育）支援計画、移行支援シート等の作成方法や引き継ぐための運用方

法などについて、知事部局関係課等と連携を図りながら情報提供を行い、就学前か

らこれらを作成し、市町村教育委員会が就学にあたって支援情報をつなぐ取組を支

援します。 

       （中長期目標 小・中学校における個別の教育支援計画 平成 2３年度小学校６5％、中学

校７２％→平成 2９年度目標小・中学校とも 80.0％以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 就学前の段階から、支援が必要なすべての子どもに対し個別の（教育）支援計画

を作成し、引き継ぐ取組を支援します。 

市町村において目指すべき取組の方向（例） 

・市町村教育委員会は、関係部局と連携し、幼稚園・保育所、小・中学校において、

生涯にわたる連携した支援体制構築の基盤となる「個別の教育支援計画」の作成と

活用を推進します。 

・市町村教育委員会は、幼稚園、保育所等において作成された「個別の教育支援計画」

（または「プレ支援シート」「移行支援シート」等）を基に、保護者を含めた関係

者間で子どもの教育的ニーズと就学後の教育対応についての共通理解を図り、確実

に就学先へ引き継ぎます。また、小学校から中学校への支援情報の引き継ぎを促進

します。更に、後期中等教育終了時点において、関係部局とともに支援を引き継げ

る体制を構築します。 

各学校において目指すべき取組の方向（例） 

・幼稚園、保育所と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校、それぞれの間で、

「プレ支援シート」「移行支援シート」等を作成し、個人情報であることに十分に

配慮しつつ確実に就学先へ引き継ぎ、活用します。 

・各学校は、保護者や地域の支援者との連携に際し、個別の教育支援計画を活用して、

目標を共有し、それぞれの役割を明確にして支援を進めます。 
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  ＜個別の教育支援計画を引き継ぐ体制づくりの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜個別の教育支援計画が引き継がれる流れ＞ 

①幼稚園、保育所は、療育機関等とも連携しながら、個別の教育支援計画及び日常の指導に必要とな

る個別の指導計画を作成する。就学校と調整しながら連絡会議を開催し、個別の教育支援計画、移

行支援シート等及び支援体制（チーム）を就学校に引き継ぐ。 

②市町村教育委員会は、幼稚園・保育所等から情報提供された個別の教育支援計画を基に、保護者を

含めた関係者間で教育的ニーズと就学後の教育対応についての共通理解を図り、必要な情報を加え

た上で、就学校に引き継ぐ。 

③就学校は、引き継いだ個別の教育支援計画に基づいて、個別の指導計画を作成し、日々の指導に活

用する。また、個別の教育支援計画は、支援会議等の場で見直しや作成を重ねながら、次の学校及

び就労先等へ引き継がれていく。 

 

 

①幼稚園・保育所が中心となり 

作成する 

個別の教育支援計画 

個別の教育支援計画 

就学 就労等 
教育的ニーズに基づく就学先の柔軟な 

変更も含めた継続的な見直し 

②市町村教育委員会が中心となり 

幼児期から義務教育段階への 

移行期において作成する 

個別の教育支援計画  

 
支援情報 

移

行

支

援 

個別の支援計画 

療育機関における 

個別の支援計画 
その他関係機関における 

個別の支援計画 

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 

「特別支援教育の更なる充実に向けて」（審議の中間とりまとめ：平成 21年 2月 12日）資料より引用・作成 

③就学校が中心となり 

作成、引き継ぐ 

個別の教育支援計画 

小学校 中学校 高等学校 

プレ支援シート

ト 

移行支援シート

ト 

大学等 

移行 移行 移行 

移

行

支

援 
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３ 「特別支援連携協議会」と「自立支援協議会」の協力による支援体制づくり 

（1） 現状と課題 

平成 18 年 4 月施行の障害者自立支援法により、障害者の地域生活を支援するため、

複数のサービスを適切に結びつけ調整すると共に、社会資源の改善及び開発を行う中核

的役割をなす自立支援協議会を強化する必要が示されました。自立支援協議会は専門部

会が設けられ、活動していますが、教育と関連が深い部会が学齢期の子どもを担当する

「療育部会」等であり、圏域によっては、特別支援教育関係者が療育部会に参加し、情

報交換や支援の調整をおこなってきました。 

北信圏域では、このように始まった活動が、合同開催を経て、現在は「飯山養護学校

特別支援教育連携協議会」として組織され、圏域の小中高等学校等の特別支援教育コー

ディネーターも参加する教育と福祉の連携体制が立ち上がっています。更に、中学校区

内の園や学校同士のまとまりを形成し、特別支援教育コーディネーター同士が共に支え、

連携しながら、子どもたちへの支援にあたっています。 

しかしながら、このような取組は県下全域に広がっているとは言えない状況にあり、

県下の全ての圏域で、教育と福祉の連携が機能する「特別支援連携協議会（あるいはそ

の機能を有する組織）」の体制づくりが期待されます。 

 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 各地区（郡市または福祉圏域）において、「コーディネーター連絡会」を基にし

た連携組織、あるいは「自立支援協議会（療育部会）」を基にした連携組織を「地

区特別支援連携協議会」として位置付けるよう促すとともに、その代表者等からな

る「長野県特別支援連携協議会」を組織し、各地域の取組についての情報交換や、

解決困難な課題等についての協議を行い、「地区特別支援連携協議会」等の活動を

サポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「地区特別支援連携協議会」の代表者等からなる「長野県特別支援教育連携協議

会」を開催し、「地区特別支援連携協議会」等の活動推進をサポートします。 

各地区（郡市または福祉圏域）において目指すべき取組の方向（例） 

・各地区にある「特別支援教育コーディネーター連絡会」あるいは「自立支援協議会

（療育部会）」を基に、市町村教育委員会、郡市校長会、特別支援学校、地域の支

援機関等が参画する「○○地区特別支援連携協議会」を組織（位置づけを明確に）

し、地区内の連携体制の構築や、教員等への研修、個別の教育支援計画の作成の推

進など、地域の特別支援教育を推進します。（同様の機能を有する既存の組織があ

る場合には、位置づけを明確にします） 
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Ⅱ 就学支援の充実 

 

１ 継続した就学相談・適切な就学判断を支えるための支援 

（1） 現状と課題 

本県では小規模町村を中心に、就学相談委員会の共同設置や、他市町村への業務委託

により就学相談を実施している町村が全体の 3 分の１以上を占めていることが大きな

特徴と言えます（資料６）。小規模な町村では、就学相談件数自体は尐ないものの、単

独で医療や専門機関等から専門家を確保することが困難であることや、就学相談委員会

の委員として教員が約半数を占めている構成のため、人事異動等により委員構成が変動

し、委員会の運営が影響を受けることが課題となっています。また、就学相談において

は、適切な就学先を判断することのみでなく、教育的ニーズに応じた教育対応について

明確にし、早期からの継続した相談をつなげ、それぞれのステージにおける就学や教育

対応が適切に行われているかどうかを、常に見守り、相談に応じることができる「伴走

者のような」役割が求められています。そこで、市町村における就学相談体制づくりを

更に支援していく必要があります。 

県全体の就学相談の件数は年々増加傾向にあり、平成 16 年度は 1,513 件であったも

のが、平成 22 年度には 2,289 件になっています。また、「就学時に判断と異なる教育措

置となった児童生徒」は、平成 16 年度には全相談件数 1,513 件中 245 件(16.2％)でし

たが、平成 22 年度は 2,289 件中 180 件（7.9％）となり、その割合は減尐傾向にありま

す。市町村就学相談委員会の判断のうち、最も多いのは特別支援学級の判断であり、全

体の 65％に上ります。それに伴い、自閉症・情緒障害特別支援学級は増加の一途をた

どっており、平成 23年度における全児童生徒数に対する特別支援学級在籍者の割合は、

小学校が全国 9位、中学校が全国 1位と、全国の中でも高い割合になっています。また、

学年が上がるに従い、特別支援学級在籍率が高い状況となっていることも大きな特徴と

なっています。小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒への教育対応の状況

等を詳しく把握するとともに、校内就学相談委員会の機能を含め、就学判断の適切性を

高め、その後の教育対応を継続してみていく機能について検討していく必要があります。 
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（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

（ア） 市町村就学相談委員会の相談、判断、助言、継続的支援が、県内全域で一定レベ

ルに保たれるよう、就学相談体制整備研修会を開催し、必要な情報提供を行います。 

（イ） 必要に応じて特別支援教育推進員（教育事務所在駐）が、市町村教育委員会等に対

して、就学相談委員会の運営や調査員等の育成、関係部局との連携による相談体制づ

くりなどについて支援、助言を行います。（p.23 参照） 

（ウ） 市町村教育委員会と保護者の意見に齟齬が生じた場合に、特別支援教育推進員が

相談に応じるとともに、要請に応じて長野県就学相談委員会において、専門的な見

地から協議を行い、必要な助言を行います。 

（エ） 改正障害者基本法に示された障害のある子どもの就学の在り方について、中央教

育審議会特別支援教育に関する特別委員会における検討や、今後の国の動向を踏ま

え、その考え方や今後の推進の在り方について、研修・周知を行います。 

 

 

 

 

（ア） 各学校において、支援の必要な児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える教育

対応を明確にすることができるよう、校内就学相談委員会を対象にした研修を実施

します。 

（イ） 特別支援学級への適切な就学と学習の充実を図るために、特別支援学級に在籍す

る児童生徒の個別の指導計画の作成を促進するとともに、特別支援学級の運営・指

導に関する基本指針を示します。（p.9 参照）また、市町村教育委員会が小・中学

校特別支援学級の教育課程編成や個別の指導計画について指導できるよう、特別支

援教育推進員が支援します。 

   （短期目標：平成 25 年度、基本指針の提示） 

ア 市町村において、医療や福祉、保健分野との連携を図りながら、早期から就学相

談が継続的になされ、教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる適切な

就学先の決定がなされるよう、就学相談の体制整備や機能の充実を支援します。 

イ 校内就学相談委員会の機能の向上と特別支援学級の適切な運営・指導を推進します。 
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市町村において目指すべき取組の方向（例） 

○市町村教育委員会において設置されている就学相談委員会は、早期からの教

育相談や保護者の意向を踏まえつつ、子どもの教育的ニーズと必要な教育対

応について共通理解を図り、総合的な観点から就学先を決定すること、更に

はその後の教育対応等について継続的に把握し、一貫した相談と支援を行う

ことが必要です。 

○市町村就学相談委員会は、個々の児童生徒のより適切な就学相談の実現に向

けて、専門的な立場から調査・審議を行うために委員構成や委員会の在り方

について検討していくことが望まれます。 

○就学相談に携わる職員（就学相談担当窓口、教育相談員）等が、早期から相

談支援チームに参画する体制が必要です。 

○以下に教育相談、就学相談にかかわる流れ（例）を示します。 

① 市町村教育委員会は、保護者に対して、発達や保育に関する悩みや不安に

応えるため、早期から相談を行う旨を周知する。 

② 市町村教育委員会の教育相談担当者は、早期からの相談支援に参画し、年

中・年長児について、必要に応じて、就学相談委員会の相談員に情報をつ

なぎ、幼稚園等での様子の観察や保護者との相談などを行う。 

③ 市町村教育委員会の教育相談担当者や就学相談委員会の相談員は、保護者

に対し、就学に関する情報や、子どもの理解や支援に関する情報等につい

て十分に提供するとともに、保護者の想いに傾聴しながら、今後の支援や

就学の在り方について相談を進めていく。 

④ 就学相談の過程では、就学先への体験学習や学校への相談の機会を設定す

る、保護者の意見聴取の機会を設定するなどし、子どもの教育的ニーズや、

必要な教育対応、可能な配慮などについての共通理解につながるよう努め

る。 

⑤ 就学相談委員会において、就学前年度の 10 月を目安に就学先と支援の在

り方について、方向を定めていく。 

⑥ 市町村教育委員会は、就学相談委員会から得た幼稚園・保育所での支援情

報と、共通理解した教育的ニーズ及び就学後の教育対応の在り方について

就学先につなぐ。（個別の教育支援計画の作成・引き継ぎ） 

⑦ 就学後も、就学先の学校を訪問して相談するとともに、保護者と継続して

相談していく。 
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三 理解啓発の推進                      

 

 

１ 発達障害児者支援への理解の推進 

（1） 現状と課題 

近年、「発達障害」という言葉はマスメディアでも数多く使用されるようになりまし

たが、県民の理解の現状には差異があり、その支援体制や取組状況において地域および

学校等組織間の差が大きいのも事実です。 

認知力の特性は誰にでもあることであり、「発達障害」は社会全体の人々の、個々の

「違い」の中に連続的に存在するものととらえることができます。発達障害について理

解し、関わり方を知ることは、障害理解や、人権尊重の行動につながる重要な課題と考

えられます。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

 

 

（ア） 他部局との連携の下、市町村や公民館、ＰＴＡ、企業等地域社会の中で発達障害に

対する理解啓発活動が促進されるよう、講師となる人材の養成や、県政出前講座や発

達障害支援力アップ出前研修等を通して研修への講師派遣などに積極的に協力します。

また、「世界自閉症啓発デー」における啓発活動に協力します。 

（イ） 健康福祉部において推進される「発達障害サポートマネージャー」の養成にあたり、

教育現場での研修機会を提供したり、研修に人材を派遣したりするなど、連携・協力

して取り組み、発達障害に関する支援や理解啓発等を推進するリーダーを養成し、活

用できる環境を整備します。 

 

 

２ 共に地域で豊かに生活していくための情報発信 

（1） 現状と課題 

障害の有無にかかわらず、すべての住民が地域社会の中で共に生きていくことについ

て、県民全体の理解は必ずしも十分ではありません。一方、地域において、住民の理解

と適切な支援のもと、障害児者が社会の中で豊かに生活し、成長する事例も見られてい

ます。企業や一般県民にとって、「自分は何が出来るのか、どうしたらいいのか」を示

すことが行動につながると考えられることから、様々な部局、機関等と連携して理解を

促進する活動を進めていく必要があります。 

また、健康福祉部においては、「障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す研

究会」を立ち上げ、障害者の権利擁護の仕組みについての検討がなされています。教育

ア 関係部局等と連携し啓発活動を行うとともに、発達障害の理解・啓発にあたる人材

の育成や、研修への講師派遣等を行い、学校をとりまく地域社会における啓発活動を

促進します。 
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分野においても、障害者差別をなくし、豊かな人権感覚をはぐくむための取組が求めら

れています。 

（2） 推進の方向及び計画 

 

 

（ア） 「障害者週間」及び「人権週間」における啓発・広報活動や、障害者福祉センタ

ーにおける活動等に協力するなど、関係部局と連携しながら理解啓発活動を推進し

ます。 

また、障害児者が地域において共に暮らすことができている好事例（ぷれジョ

ブの取組など）や、県や国における動向に関する情報など、障害児者の社会参加

や障害児者への理解啓発につながる情報の収集と発信に努めます。 

（イ） 関係機関や企業経営者の諸団体などと協力して障害者の雇用への理解を働きかけ

るなど、様々な機会をとらえて啓発に取り組みます。 

（ウ） 各学校等における、障害者技能大会や障害者スポーツ等への参加、協力を通して、

障害者の活動の振興を支援するとともに、こうした活動についての啓発に努めます。 

ア 障害児者が地域社会の中で豊かに生活していくことにつながる情報を発信します。 


